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県雇用労政課  　TEL：098-866-2366　 FAX：098-866-2355お問い合わせ

　障がい者の雇用は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」におい
て、一定割合（法定雇用率）に相当する数以上の障がい者を雇用しな
ければならないとされています。
　一般の民間企業の法定雇用率は 1.8％であり、５６人規模以上の企
業については、これに基づいて障がい者を雇用する義務があります。

　1.8％の法定雇用率が適用される県内の民間企業における平成２０
年６月１日現在の障がい者の雇用率は 1.69%です。障がい者の「働き
たい」という意欲の高まりや、企業側のＣＳＲ（企業の社会的責任）への
取り組みなどから、雇用状況は着実に進展しており、全国平均の
1.59% を上回っています。しかし、法定雇用率の達成企業割合は
48.1％で、まだ半数以下となっています。

　私たちの住む社会は、さまざまな人々によって構成されています。
「ノーマライゼーション」の理念とは、障がいのある人もない人も、共に
社会の一員としてごく自然に活動できる社会をつくることができるよう
にしていこうとする考え方のことです。障がいのある人が適切な職業に
就き、その能力を十分に発揮することができる社会は、障がいのある方
達を雇用する企業、そして、地域社会全体の発展へとつながります。
　このような社会にしていくには、事業主やそこで働く人、地域の人々
の理解と支援が必要です。

障害者試行雇用 (トライアル雇用 )事業

精神障害者ステップアップ雇用

事業主と有期雇用契約を締結し、３カ月間の試行雇用を行います。雇用に対する不安を軽減し、事業主
と障がいのある方の相互の理解を深めます。事業主には障がいのある方１人につき、１カ月４万円の奨
励金が支給されます。

障害者初回雇用奨励金（ファースト・ステップ奨励金）
障がい者雇用の経験のない中小企業（障害者雇用義務制度の対象となる56人～300人規模）におい
て、はじめて障がい者を雇用した場合に、１００万円を支給します。

障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金
事業主が障がいのある方を雇用するために職場の施設・設備の設置又は整備や適切な雇用管理を
図るための就労を容易にする措置を行った場合に、事業主に対して助成します。

特定求職者雇用開発助成金
ハローワーク等の紹介により、障がいのある方を雇用する事業主に対し、支払った賃金に相当する額の
一部を一定期間援助します。

精神障がい者について、短時間就労から始め、職場への適応状況に合わせて就業時間を延長していくス
テップアップ雇用により円滑な雇用に移行します。事業主には精神障がいのある方１人につき、１カ月２
万５千円の奨励金が支給されます。

障がい者を雇用する企業に対して、さまざまな雇用支援制度があります。雇用企業への助成金、専門家から
の指導・助言、就職後の相談支援など、障がい者の雇用促進、雇用維持にご活用ください。
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資料出典：沖縄労働局より
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沖縄県雇用率 全国平均雇用率
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障がい者雇用状況の推移

障がい者の求職・就職状況

雇用率

有効求職者数 新規求職者申込件数 就職件数
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障害者雇用率制度

沖縄県における障がい者の雇用状況

ノーマライゼーション社会の実現

障がい者雇用に関する相談
障がい者雇用に関する相談や情報提供、アドバイスなどを行います。

求人受理、職業紹介（仕事と障がい者とのマッチング）
求人の申込みを受理し、求人事業主に対してできる限り希望に添った障害者を紹介するように努めます。

事業主に対して、雇用管理上の課題を分析し、雇用管理に関する専門的な相談・助言を行います。
雇用管理等に関する専門的な相談・助言
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沖縄雇用開発協会

沖縄障害者
職業センター

ハローワーク

障害者就業・生活支援センター

沖縄障害者職業センター

9月14日（月）13：30～16：00

障がい者雇用支援月間中のイベント
障がい者就職面接会 雇用支援フォーラム

雇用・就労支援フォーラム2009

●ハローワーク那覇
●ハローワーク沖縄
●ハローワーク名護

TEL.098－866－8609
TEL.098－939－3200
TEL.0980－52－2810

9月17日（木）13：30～17：00　　北谷ニライセンター

TEL.098－891－8460

10月3日（土）13：00～17：30　浦添市社会福祉センター
●沖縄県中小企業家同友会 TEL.098－859－6205

支援メニュー 相談窓口・支援機関

沖縄コンベンションセンター展示棟
求人を予定している企業は、早めにお問い合わせください。

沖縄県中小企業家同友会の雇用企業などが主体となって、
雇用企業から発信するフォーラム。分科会も予定。

障がい者雇用に関する普及啓発。企業、支援者、当事者の
発表など。

●(社)沖縄雇用開発協会
TEL.098－861－1254●沖縄障害者職業センター
TEL.098－888－1443●総合精神保健福祉センター

問い合わせ 問い合わせ

問い合わせ

参加無料参加無料

資料代：1,000円

障 が い 者
雇用の支援
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　９月は障がい者雇用支援月間です。障がいの有無にかかわらず、働くことは、
自立した生活を営むために重要なことです。
　障がいのある方がひとりでも多く、持てる能力を発揮できる職業に就けるよ
うな社会を実現するためには、どうすればいいのかみんなで一緒に考えましょう。

障がいのある方と
一緒に働こう
障がいのある方と
一緒に働こう

●ハローワーク那覇
●ハローワーク沖縄
●ハローワーク名護
●ハローワーク宮古
●ハローワーク八重山

TEL：098-866-8609　 FAX ：098-866-0808
TEL：098-939-3200　 FAX ：098-939-3209
TEL：0980-52-2810　 FAX ：0980-52-4091
TEL：0980-72-3329　 FAX ：0980-72-8964
TEL：0980-82-2327　 FAX ：0980-82-1389

………
………
………
………
……

………
…

●沖縄雇用開発協会 TEL：098-891-8460　 FAX ：098-891-8470

●障害者就業・生活支援センター

0980-54-8181
0980-54-3287

TEL：
FAX ：

TEL：
FAX ：

【北部地区】 ティーダ＆チムチム
098-931-1716
098-931-1726

【中部地区】 障害者「就業・生活」支援センター
TEL：
FAX ：

098-941-5008
098-941-5082

【南部地区】 しごと・せいかつ支援センター群星

●沖縄障害者職業センター TEL：098-861-1254　 FAX ：098-861-1116

問い合わせ連絡先


